
 

次世代育成支援対策 

特定事業主行動計画 

 

                

 

 

 

 

           

 

         

 

 

 

 

令和 3 年 4 月 1 日 

 

岩国地区消防組合 

 

 



はじめに 

 

 急速な少子化の進行の中で、次世代の社会を担う子どもたちが健やかに生ま

れ、育てられる環境を社会全体として整備していくことが必要とされ「次世代

育成支援対策推進法」（以下「次世代法」という。）が平成１５年７月に制定さ

れました。 

 この法律は、国及び地方公共団体等を「特定事業主」として位置づけ、各事

業所の職員が、仕事と子育てを両立出来るようにするとともに、子どもたちの

健やかな育成ための職場環境の整備等を踏まえた「特定事業主行動計画」を策

定するよう求めたものです。 

 岩国地区消防組合では、職員の仕事と生活の調和の推進及び仕事と子育ての

両立を図ることが出来るよう、この度「岩国地区消防組合特定事業主行動計画」

を見直し、これまでの計画を基本とした新たな計画を策定します。  

 

１ 計画期間  

令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの５年間を計画期間とし、必

要に応じて見直しを行います。 

 

２ 計画の推進体制    

 （１） 計画の推進、評価及び見直しのための体制の整備  

     本計画の実施状況については、年度ごとに職員のニーズ等を踏まえ 

    て評価を行い、今後の対策の実施や計画の見直しを行います。  

 

（２） 職員に対する情報提供 

    管理職や職員に対して次世代育成支援に関する諸制度についての情 

  報提供を実施します。 

 

 （３） 職員からの相談への対応 

     仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を適切に行うため 

の担当者を配置します。 

  



 

３ 具体的な取り組み  

 （１） 妊娠中及び出産後における配慮  

    ア 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等 

 の制度について周知徹底を図る。  

イ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、勤務体制、業務分担の見直 

しを行う。 

    ウ 妊娠中及び産後１年未満の女性職員に深夜勤務、時間外勤務を命 

ずる場合には、健康状態に配慮し、条例によって保護されている制 

度を適切に利用するよう周知します。  

 

     

 （２） 育児休業等を取得しやすい環境の整備等  

    ア 育児休業等に関する資料を作成するなど、職員に分かりやすく周 

知するとともに、職場の相互理解を促進します。  

    イ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度、手続につ 

いて説明を行います。 

    ウ 育児休業等の申し出があった場合、所属長は、業務に支障が出な 

いように、人員配置や業務分担の見直しなどを行います。  

    エ 育児短時間勤務の申し出があった場合、所属長は、当該所属内で 

業務調整などを行い、働きやすい職場環境づくりに努めます。 

    オ 育児休業中の職員に対し、配布物の送付や連絡事項などの情報提 

供を行うとともに職場復帰に向けた支援に努めます。  

 

 （３） 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識の是正のための取組  

    ア 所属長に対して、性別役割分担意識の是正のための啓発を行う。 

    イ セクシャルハラスメント防止のための意識啓発を行う。  

    ウ 特定職員による職場でのお茶入れの廃止について周知徹底を図る。 

 

 （４） 年次有給休暇の計画的取得の促進  

    ア 職員または家族、子どもの行事等における年次休暇の取得を呼び 



かけます。 

    イ １日単位で取得することが困難な職員については、時間休の利用 

の促進を図ります。 

    ウ 労働力の維持、向上及び福祉の増進を図ることを目的として、全 

職員の年次休暇取得日数を１人あたり平均 12 日以上とします。 

 

 （５） 時間外勤務の縮減 

    ア 職場における定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化な 

ど、事務の簡素合理化の推進により効率的な業務遂行に努めます。 

    イ 消防長は、所属ごとの時間外勤務の状況及び時間外勤務の特に多 

い職員を把握し、時間外勤務の多い所属等の所属長からのヒアリン 

グを行った上で注意喚起を行います。  

 

 （６） 人事異動への配慮 

    ア 産前・産後休暇や育児休業中の職員については、異動対象としな 

い等の配慮をします。 

    イ 自己申告書の実施等をもとに、子育ての状況に応じた人事上の配 

慮に努めます。 

 

４ その他次世代育成支援対策に関する事項  

 （１） 子育てバリアフリー 

     庁舎見学等において、子どもを連れた人が安心して来庁出来るよう 

に親切な対応等、ソフト面でのバリアフリーの取り組みを推進します。 

 

 （２） 子ども・子育てに関する地域貢献活動  

     現在実施している社会科見学や職場体験学習等の充実を図るととも 

に、各地域の子どもたちや子育て中の保護者に対し火災予防、救急講 

習等の指導を行います。 

 

 （３） 子どもとふれあう機会の充実  

 所属長は、職員が子どもや家族とふれあう機会が充実するように、地 



域での様々な行事等に積極的に参加していくよう促します。 

 

おわりに 

 岩国地区消防組合では「地域のみなさんの安全・安心を確保する」という任

務を遂行するために、女性の力を最大限に活用して、組織活性化を図るととも

に、消防行政の効果的な推進に取り組んでいます。 

 今後、この行動計画に基づき、各種の業務内容を再確認して、全職員が  

「みんなで支えあう子育て」の重要性を強く認識し、その結果、地域社会にお

いても、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境が形成され

ることを願っています。 


